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令和６年神審第２２号 

裁    決 

貨物船Ａ荷役施設衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

職  名 Ａ水先人 

水先免許 大阪湾水先区一級水先人 

補  佐  人  ２人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官上田容之出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａ１を戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年８月１３日１３時５８分半僅か過ぎ 

阪神港神戸第２区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

総 ト ン 数 １７,９３３トン 

 全 長 １７２.０７メートル 

    機関の種類 ディーゼル機関 
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   出 力 １１,９６０キロワット 

３ 事実の経過 

(1) 設備、性能等 

Ａは、２０２０年７月に建造された、バウスラスターを装備する

船尾船橋型の鋼製コンテナ船で、船首端から約１３０メートル後方

に船橋楼前面があって、船橋楼の船首方に船首側から順に１番から

４番までの貨物倉が設けられていた。また、船橋楼に設けられた操

舵室には、レーダー２台、ＧＰＳプロッター、電子海図情報表示装

置がそれぞれ装備され、船首端から約１３０メートル後方、左舷端

から約１８メートル右方の船橋上部にＧＰＳアンテナが設置されて

いた。 

Ａの操縦性能は、海上試運転成績書によれば、１９.１２ノット

の速力で航行中、舵角３５度をとったとき、左旋回では、９０度回

頭するのに要する時間が１分１８秒、縦距が５６３.０メートル、

横距が１６７.０メートル、右旋回では、９０度回頭するのに要す

る時間が１分１８秒、縦距が５４５.０メートル、横距が２６５.０

メートルで、１９.２ノットの速力で航行中、後進を発令して船体

が停止するまでの航走距離は１,９４２.６９６メートル、その所要

時間は６分０２秒であった。 

また、操舵室ポスターによれば、バウスラスターの最大出力は、

１,０００キロワットであった。 

(2)  阪神港神戸第２区のコンテナ岸壁１８ 

コンテナ岸壁１８は、ポートアイランド東部の南ふ頭南東部及び

南部の、東方及び南方にそれぞれ面した岸壁（以下、南方に面した

岸壁を「ＰＣ１８南岸壁」という。）であった。 

(3) ａ１受審人の水先経歴 
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ａ１受審人は、（省略）同年３月から本件発生まで５４隻のきょ

う導実績があり、そのうちコンテナ船については、３３隻の同実績

があった。また、同人は、Ａのきょう導をこれまでに４回行い、Ｐ

Ｃ１８南岸壁には令和３年５月に１回同船の着岸経験があった。 

 (4) ａ１受審人のＡをきょう導するにあたっての準備 

ａ１受審人は、令和３年８月１２日Ａの水先人として乗船する予

定であることをＹ水先人会の担当者から告げられ、ＰＣ１８南岸壁

を離岸してからの友ケ島パイロットステーションに至る出航計画書

を作成するとともに、Ａと同じ時間帯に出航する船舶やその可能性

のある船舶、神戸中央航路への入出航船の船名及びその予定時刻並

びに水先人が乗船しない船舶も含めてリスト化し、翌１３日１１時

００分、Ａの水先人として、ＰＣ１８南岸壁から同ステーションま

でのきょう導を行うことが正式に決まり、同船に水先人として乗船

した前後も含め、前示船舶の動向、動静を確認していた。 

(5) 気象情報の入手状況等 

ａ１受審人は、Ａに乗船することが予定されて以降、神戸地方気

象台、神戸船舶通航信号所（神戸第二信号所）等の各種気象資料を

中心に気象情報を分析し、その情報のひとつとして、北緯３４度 

４０分東経１３５度１２分のポートアイランド西岸付近では、同月

１３日１２時００分の平均風速が毎秒１３メートル（以下、風速に

ついては、毎秒を省略する。）、１２時から１５時までの間の最大

風速が１７メートル、最大瞬間風速が２４メートルであることを承

知していた。 

また、神戸地方気象台は、同日０４時０４分兵庫県神戸市に強風

注意報を発表し、１３時１９分に発表された同内容は、同県南部で

は、強風や高波に注意すること、風のピークは１３日昼過ぎにかけ
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てであり、海上で最大風速１８メートルの南西風が吹くというもの

で、ａ１受審人は、このことも承知していた。 

ところで、水先人会は、水先業務引受制限事項で、阪神港神戸区

での悪天候時における処置として、コンテナ船の場合、平均風速 

１０メートル以上では、船長の同意を条件として、追加のえい船を

要請することとしており、ａ１受審人は、このことも承知していた。 

(6) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ミャンマー連邦共和国籍の船長ａ２ほか同国籍の船員１８

人及び大韓民国籍の船員１人が乗り組み、２０フィートコンテナ 

３６５個及び４０フィートコンテナ３３８個を積載し、船首７.７

メートル船尾９.４メートルの喫水をもって、阪神港神戸第２区の

戸第６防波堤灯台から２３５ .５度（真方位、以下同じ。） 

１,２７０メートルの地点で、ＰＣ１８南岸壁に出船右舷着けで着

岸中、同月１３日１３時４２分ａ１受審人が乗船し、１３時４８分

関門港門司区に向けて、船首を２４９度に向け、離岸を開始した。 

これより先、ａ１受審人は、Ａを友ケ島パイロットステーション

まできょう導する予定で、ａ２船長にパイロットインフォメーショ

ンカード及び出航計画書を提示した後、えい船１隻（Ｂ、総トン数

１９４トン、全長３２.８メートル、出力２,６４８キロワット）を

左舷船尾に配し、離岸を開始したものであった。 

離岸を開始するにあたり、ａ１受審人は、神戸市に強風注意報が

発表されていることを知り、強風によってＰＣ１８南岸壁に向けて

圧流されるおそれがあったが、離岸開始前にＡの風速計で計測した

数値が８メートルであり、離岸中は、操船に影響を及ぼすほどの強

風は吹かないものと思い、ａ２船長に進言してえい船１隻を追加手

配し、同船２隻を使用して離岸を開始するなど、離岸時における安
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全確保の措置を十分にとらなかった。 

ａ１受審人は、操舵手が操舵に当たるなか、左舷船尾にＡに対し

真横に押し引きするようにえい船を配置し、バウスラスターを左半

速にかけて徐々にＰＣ１８南岸壁から離れ、１３時４９分同スラス

ターを左全速にかけ、１３時５１分神戸第６防波堤灯台から２３６

度１,２１０メートルの地点に達し、右舷船首部が同岸壁から約５

メートル、右舷船尾部がＰＣ１８南岸壁から約１０メートル離れ、

船首が２４９度を向いたとき、バウスラスターを左全速にかけたま

ま、手動操舵で、機関を極微速力後進にかけた。 

ａ１受審人は、ａ２船長と共に右舷側ウイングでＰＣ１８南岸壁

との距離を確認していたところ、強まり始めた南寄りの風によって

風下の同岸壁に向けて圧流され、えい船の押し引きを中止し、１３

時５８分僅か過ぎＰＣ１８南岸壁との衝突の危険を感じ、急いで機

関を微速力前進にかけ、左舵一杯としたものの、及ばず、１３時 

５８分半僅か過ぎ神戸第６防波堤灯台から２３６.５度１,２３０メ

ートルの地点において、Ａは、船首が２５５度を向き、１.１ノッ

トの後進速力（対地速力、以下同じ。）となったとき、その右舷船

首部が同岸壁の荷役施設に衝突した。 

 当時、天候は雨で風力７の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央

期にあたり、神戸市には強風及び波浪注意報等が発表されていた。 

衝突の結果、Ａは右舷船首のハンドレールに凹損等を、荷役施設

はガントリークレーンのケーブルリール等に損傷をそれぞれ生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件荷役施設衝突は、神戸市に強風注意報が発表された状況下、阪神

港神戸第２区において、離岸を開始する際、離岸時における安全確保の
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措置が不十分で、ＰＣ１８南岸壁を離岸中、強まり始めた南寄りの風に

よって同岸壁に向けて圧流されたことによって発生したものである。 

ａ１受審人は、神戸市に強風注意報が発表された状況下、阪神港神戸

第２区において、ＰＣ１８南岸壁で離岸を開始する場合、同注意報が発

表されていることを知り、強風によって同岸壁に向けて圧流されるおそ

れがあったのだから、ＰＣ１８南岸壁に向けて圧流されることのないよ

う、船長に進言してえい船１隻を追加手配し、同船２隻を使用して離岸

を開始するなど、離岸時における安全確保の措置を十分にとるべき注意

義務があった。しかるに、ａ１受審人は、離岸開始前にＡの風速計で計

測した数値が８メートルであり、離岸中は、操船に影響を及ぼすほどの

強風は吹かないものと思い、離岸時における安全確保の措置を十分にと

らなかった職務上の過失により、強まり始めた南寄りの風によって風下

のＰＣ１８南岸壁に向けて圧流されて荷役施設との衝突を招き、Ａ及び

同施設に損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和７年１月１５日 

  神戸地方海難審判所 

       審 判 官  前  田  昭  広 


